
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条

約
　
　
（
昭
和
2
7
年
条
約
第
6
号
）

　
日
本
国
は
、
本
日
連
合
国
と
の
平
和
条
約
に
署
名

し
た
。
日
本
国
は
武
装
を
解
除
さ
れ
て
い
る
の
で
、

平
和
条
約
の
効
力
発
生
の
時
に
お
い
て
固
有
の
自
衛

権
を
行
使
す
る
有
効
な
手
段
を
も
た
な
い
。

　
無
責
任
な
軍
国
主
義
が
ま
だ
世
界
か
ら
駆
逐
さ
れ

て
い
な
い
の
で
、
前
記
の
状
態
に
あ
る
日
本
国
に
は

危
険
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
日
本
国
は
、
平
和
条
約
が

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
間
に
効
力
を
生
ず
る

の
と
同
時
に
効
力
を
生
ず
べ
き
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と

の
安
全
保
障
条
約
を
希
望
す
る
。

　
平
和
条
約
は
、
日
本
国
が
主
権
国
と
し
て
集
団
的

安
全
保
障
取
極
を
締
結
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を

承
認
し
、
さ
ら
に
、
国
際
連
合
憲
章
は
、
す
べ
て
の

国
が
個
別
的
及
び
集
団
的
自
衛
の
固
有
の
権
利
を
有

す
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
権
利
の
行
使
と
し
て
、
日
本
国
は
、
そ

の
防
衛
の
た
め
の
暫
定
措
置
と
し
て
、
日
本
国
に
対
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す
る
武
力
攻
撃
を
阻
止
す
る
た
め
日
本
国
内
及
び
そ

の
附
近
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
そ
の
軍
隊
を
維
持
す

る
こ
と
を
希
望
す
る
。

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
平
和
と
安
全
の
た
め
に
、

現
在
、
若
干
の
自
国
軍
隊
を
日
本
国
内
及
び
そ
の
附

近
に
維
持
す
る
意
思
が
あ
る
。
但
し
、
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
は
、
日
本
国
が
、
攻
撃
的
な
脅
威
と
な
り
又
は

国
際
連
合
憲
章
の
目
的
及
び
原
則
に
従
つ
て
平
和
と

安
全
を
増
進
す
る
こ
と
以
外
に
用
い
ら
れ
う
べ
き
軍

備
を
も
つ
こ
と
を
常
に
避
け
つ
つ
、
直
接
及
び
間
接

の
侵
略
に
対
す
る
自
国
の
防
衛
の
た
め
漸
増
的
に
自

ら
責
任
を
負
う
こ
と
を
期
待
す
る
。

　
よ
つ
て
、
両
国
は
、
次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条
　
平
和
条
約
及
び
こ
の
条
約
の
効
力
発
生
と

同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
陸
軍
、
空
軍
及
び
海

軍
を
日
本
国
内
及
び
そ
の
附
近
に
配
備
す
る
権
利
を
、

日
本
国
は
、
許
与
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
こ
れ

を
受
諾
す
る
。
こ
の
軍
隊
は
、
極
東
に
お
け
る
国
際

の
平
和
と
安
全
の
維
持
に
寄
与
し
、
並
び
に
、
一
又

は
二
以
上
の
外
部
の
国
に
よ
る
教
唆
又
は
干
渉
に
よ
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つ
て
引
き
起
さ
れ
た
日
本
国
に
お
け
る
大
規
模
の
内

乱
及
び
騒
じ
よ
う
を
鎮
圧
す
る
た
め
日
本
国
政
府
の

明
示
の
要
請
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
る
援
助
を
含
め
て
、

外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
に
対
す
る
日
本
国
の
安
全
に

寄
与
す
る
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条
　
第
一
条
に
掲
げ
る
権
利
が
行
使
さ
れ
る
間

は
、
日
本
国
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
事
前
の
同
意

な
く
し
て
、
基
地
、
基
地
に
お
け
る
若
し
く
は
基
地

に
関
す
る
権
利
、
権
力
若
し
く
は
権
能
、
駐
兵
若
し

く
は
演
習
の
権
利
又
は
陸
軍
、
空
軍
若
し
く
は
海
軍

の
通
過
の
権
利
を
第
三
国
に
許
与
し
な
い
。

第
三
条
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
日
本
国
内
及

び
そ
の
附
近
に
お
け
る
配
備
を
規
律
す
る
条
件
は
、

両
政
府
間
の
行
政
協
定
で
決
定
す
る
。

第
四
条
　
こ
の
条
約
は
、
国
際
連
合
又
は
そ
の
他
に

よ
る
日
本
区
域
に
お
け
る
国
際
の
平
和
と
安
全
の
維

持
の
た
め
充
分
な
定
を
す
る
国
際
連
合
の
措
置
又
は

こ
れ
に
代
る
個
別
的
若
し
く
は
集
団
的
の
安
全
保
障

措
置
が
効
力
を
生
じ
た
と
日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
の
政
府
が
認
め
た
時
は
い
つ
で
も
効
力
を
失
う
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も
の
と
す
る
。

第
五
条
　
こ
の
条
約
は
、
日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
に
よ
つ
て
批
准
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
条
約
は
、
批
准
書
が
両
国
に
よ
つ
て
ワ
シ
ン
ト
ン

で
交
換
さ
れ
た
時
に
効
力
を
生
ず
る
。

　
以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
の
全
権
委
員
は
、
こ

の
条
約
に
署
名
し
た
。

　
千
九
百
五
十
一
年
九
月
八
日
に
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
市
で
、
日
本
語
及
び
英
語
に
よ
り
、
本
書
二
通

を
作
成
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
署
名
略
）

辺
境
文
庫
に
て
P
D
F
製
本

2
0
0
8
年
3
月
作
成
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